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はじめに 

平成１８年に自殺対策基本法が施行されて以降、

「個人の問題」と認識されがちであった自殺が広く

「社会の問題」として認識されるようになり、国を

挙げて自殺対策を総合的に推進してきました。 

本市におきましても、これまで相談窓口情報の周

知、精神科専門医によるこころの健康相談の実施、

ゲートキーパー研修の実施などに取り組むととも

に、平成３１年３月に「鶴ヶ島市いのち支える自殺対策計画」を策定し、総合的

に対策を進めてきたところです。 

しかし、令和２年には新型コロナウイルス感染症拡大等の影響で、自殺の要因

となりうる様々な問題が悪化し、全国の自殺者数は１１年ぶりに前年を上回り、

決して楽観できる状況ではありません。 

 この度、現行の計画期間が令和６年３月で終了するにあたり「第２次鶴ヶ島市

いのち支える自殺対策計画」を策定しました。この計画では、自殺に関する正し

い知識を持つ人を増やし、自殺を考えている方を早期に発見し、支援の必要な人

が支援を受けられるまちを目指しています。今後も、「誰も自殺に追い込まれる

ことのない”生き心地のよい鶴ヶ島”」の実現をめざしてまいります。市民の皆

様をはじめ、関係者の方々の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 

結びに、この計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました多

くの皆様に心から感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

  鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久
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